
 

平成 2４年 10 月３日 

                               （通算第１６７号） 

問い合わせ先      

長野県庁園芸畜産課  

電話 026-235-7232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外における高病原性鳥インフルエンザ発生情報 

中国における今回（平成２４年中国における今回（平成２４年中国における今回（平成２４年中国における今回（平成２４年９９９９月１月１月１月１１１１１日）の発生概要日）の発生概要日）の発生概要日）の発生概要    

発生場所：広東省 湛江市（1農場） 

発 生 日：平成２４年９月１１日 

確 定 日：平成２４年９月１８日 

血 清 型：H5N１（高病原性） 

対    応：淘汰、移動制限、施設等の消毒、ワクチンは未接種 

感 染 源：不明または調査中 

動物種 飼育羽数 症例羽数 死亡羽数 淘汰羽数 と畜羽数 

家きん 73,800 14,050 6,300 67,500 0 

 

メキシコメキシコメキシコメキシコにおける今回（平成２４年における今回（平成２４年における今回（平成２４年における今回（平成２４年８８８８月１月１月１月１３３３３日）の発生概要日）の発生概要日）の発生概要日）の発生概要    

発生場所：ハリスコ州サン・イグナシオ・セロ・ゴルド（1農場） 

ハリスコ州テパティトラン（2農場）  

発 生 日：平成２４年８月１３日、8月20日 

報 告 日：平成２４年９月１７日 

血 清 型：H7N3（高病原性） 

対    応：淘汰、移動制限、施設等の消毒、ワクチン接種実施（ハリスコ州） 

感 染 源：不明または調査中 

動物種 飼育羽数 症例羽数 死亡羽数 淘汰羽数 と畜羽数 

家きん 1,090,260 86,569 86,567 

477,930 

（淘汰継続中） 

0 

平成 24 年 6 月以降の発生状況 



 

 

 

 県内に冬鳥が飛来する季節になりました。近隣国で高病原性鳥インフルエンザの発生が報

告されており、国内侵入経路のひとつとして野鳥の飛来による可能性が指摘されています。 

農場における野鳥や野生動物の侵入防止対策の再確認等、飼養衛生管理基準を確認して農

場の鳥インフルエンザ発生防止対策に万全を期してください。 

 

 

 

 

 

 

（不適切な飼養管理、急激な気温の変化、火災、風水害及び非常災害等死因が明らかな場合を除く） 

 

 

 

 

    

特定症状を呈した家きんを発見したときは家畜保健衛生所までご連絡ください。特定症状を呈した家きんを発見したときは家畜保健衛生所までご連絡ください。特定症状を呈した家きんを発見したときは家畜保健衛生所までご連絡ください。特定症状を呈した家きんを発見したときは家畜保健衛生所までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつもと違いおかしいないつもと違いおかしいないつもと違いおかしいないつもと違いおかしいな？？？？？？？？？？？？と思ったらと思ったらと思ったらと思ったら家畜保健衛生所までご連絡ください。家畜保健衛生所までご連絡ください。家畜保健衛生所までご連絡ください。家畜保健衛生所までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

家畜保健衛生所 電話番号 家畜保健衛生所 電話番号 

佐久 0267-62-4123 飯田 0265-53-0439 

 上田支所 0268-23-1630 松本 0263-47-3223 

伊那 0265-72-2782 長野 026-226-0923 

県庁園芸畜産課 026-235-7232   

鳥インフルエンザ対策の確認をお願いします。 

高病原性鳥インフルエンザの特定症状を確認した場合に届出を ！ 

鳥インフルエンザ用簡易検査キットでウイルス抗原陽性になった場合 

又は 

鳥インフルエンザ用エライザキットでウイルス抗体陽性になった場合 

同一畜舎内における 1 日の死亡率が過去 3 週間の平均値の 2 倍以上になった場合 

特定特定特定特定症状１症状１症状１症状１    

特定特定特定特定症状２症状２症状２症状２    

鶏冠・肉垂等のチアノーゼ（青紫色）、沈うつ、産卵率の低下等の症状を呈している

家きんがいる場合 

５羽以上の家きんが、まとまって死亡している場合 

鳥インフルエンザを疑う症状について 

症状症状症状症状１１１１    

症状２症状２症状２症状２    

長野県では、万が一家畜の伝染病が発生した場合に、迅速な初動防疫を実施するため、農林水産省、都

道府県及び（独）動物衛生研究所と協働した情報共有を予定しています。つきましては、改めて農場位

置情報等の共有する情報の内容、情報の共有時期をお知らせしますので、ご了知願います。 

異常の通報 

はこちらへ 

お知らせ 


